
ファイザー社製ワクチンの有効期限の延⻑について 
 

ファイザー社の新型コロナウイルスワクチン（12 歳以上用）については、令和 3 年（2021

年）9 ⽉ 10 ⽇に有効期間が 6 か⽉から 9 か⽉に延⻑されました。 

「最終有効年⽉⽇」が令和 4 年(2022 年)2 ⽉ 28 ⽇以前と表記されているものについて

は、有効期間が 6 か⽉であるという前提で印字されているものですので、接種することがで

きる有効期限は印字されている有効期限より 3 か⽉⻑いものとなります。 

対象のワクチンは次のとおりです。 

 

※詳細につきましては、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチン Q&A」をご覧ください。 

厚生労働省「新型コロナワクチン Q&A」 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0112.html  

（川崎市新型コロナウイルスワクチン調整室） 

https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0112.html

